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 緊急事態が起きた時に、鰭ケ崎小学校では以下のように対応いたします。ご理解とご協力を

お願いいたします。 

いつ 災害の状況  学校や保護者の対応 

    

登 

校 

前 

・ 

登 

校 

中 

Ａ：警戒宣言（地震）が発令された 

時 

 ・登校前は自宅待機 

・登校後は、学校待機。その時は、メールで引き取りを依

頼します。通信不能の場合も引き取りをお願いします。 

B:大きな地震が発生した時 

  （震度 5相当） 

 

 ・登校前は、家庭で待機。 

・登校中は、安全な場所でシェイクアウト。 

 学校か家庭の近い方へ行きます。 

・登校した場合は、学校で待機。その時は、メールで引き

取りを依頼します。通信不能の場合も引き取りをお願

いします。 

C：風雪水害（台風接近等）の時  ・学校から文書またはメールで連絡します。 

 ※自宅待機後登校しても遅刻扱いとしません。 

登 

校 

後 

・ 

在 

校 

中 

Ａ：警戒宣言（地震）が発令された 

時 

 ・校庭に避難。その時は、メールで引き取りを依頼しま

す。通信不能の場合も引き取りに来ていただき、引き

渡しをします。 

・引き取りができない場合は、学校で預かります。対応

可能になりましたら速やかに引き取りをお願いします。 

B:大きな地震が発生した時 

 （震度５相当） 

 ・校庭に避難。 

・連絡がなくても、引き取りに来てください。 

C：風雪水害（台風接近等）の時  ・警報等が発令され、危険が予想された時は、下校時刻 

を繰り上げます。危険性が低い場合は、職員が定点で

見守るポイント下校とします。 

・メール配信後引き取りに来てください。 

・兄姉は一番下の弟妹の教室で待機します。一番下の学 

年で引き取りをします。 

下 

校 

中 

Ａ：警戒宣言（地震）が発令され 

た時 
 

・慌てず落ち着いて帰宅します。 

 

B:大きな地震が発生した時 

 （震度５相当） 
 

・安全な場所でシェイクアウト。その後、安全に気を 

付けながら、学校か家庭の近い方へ行きます。学 

校へ戻った場合は待機し、引き取りを待ちます。 

C：風雪水害（台風接近等）の時 
 

・安全に十分注意しながら、帰宅します。 



 

※警戒宣言とは・・・「２日から３日（または数時間）以内にマグニチュード８程度の大地震が発 

生し、震度６弱以上の揺れが発生する恐れがある」場合に地震による被害を軽減させる目 

的で内閣総理大臣が発表するもの。 

※学校からの連絡はスキットメールを使用します。必ず登録をお願いします。 

※引き取りは引き渡しカードに記入している方に限ります。それ以外の方には児童の安全確 

保のため引き渡しができません。万が一に備え、普段から引き取り者の登録の確認をお願 

いします。 

※非常災害時の対応について、特に自宅で一人になった時、災害時のお迎えや待ち合わせ場

所などは、お子さんと話し合っておいてください。 

 


